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議 会 運 営 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和８年２月１６日（月） 

２ 開 会場所   議会第２会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 石 塚   猛    副委員長 寺 田   晃 

  （９人）    委  員 拝 野   健    委  員 中 澤 史 夫 

          委  員 早 川 太 郎    委  員 冨 永 龍 司 

          委  員 秋 間   洋    委  員 青 柳 雅 之 

          議  長 石 川 義 弘 

 

４ 欠 席 者    

  （０人） 

 

５ 委員外議員   副 議 長 岡 田 勇一郎 

  （１人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          副 区 長                  梶   靖 彦 

          企画財政部長                関 井 隆 人 

          総務部長                  小 川 信 彦 

          総務課長                  福 田 健 一 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     櫻 井 敬 子 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 

          議会担当係長    女部田 孝 史 

          書  記      藤 村 ちひろ 

          書  記      関 口 弘 一 

          書  記      塚 本 隆 二 

          書  記      遠 藤 花 菜 

  

８ 協議事項 

 １．追加付議案件について 

 ２．本日の日程の処理について 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－2－ 

  日程第１ 第３６号議案 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者 

              にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例 

  （提案理由の説明の後、環境・安全安心特別委員会に付託する。） 

  日程第２ 代表質問 

   別紙「代表質問発言通告一覧表」のとおり 

 ３．１７日の日程の処理について 

  日程第１ 一般質問 

   別紙「一般質問発言通告一覧表」のとおり 

 ４．子育て・若者支援特別委員会の席順の変更について 

    別紙（案）のとおり 

 ５．特定事件の継続調査について 

    議会運営について 

 ６．その他 
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          午前１１時２９分開会 

○委員長（石塚猛） ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 おはようございます。本日の本会議で代表質問に答弁させていただきます。

また、議案を１件追加提出させていただきますので、よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 それでは、本会議の運営等についてご協議願います。 

 初めに、追加付議案件について理事者から説明がありますので、ご聴取願います。 

 総務部長。 

◎小川信彦 総務部長 本日の本会議に追加提出させていただきました議案につきまして、そ

の概要をご説明申し上げます。 

 資料、令和８年第１回区議会定例会追加付議案件をご覧ください。 

 第36号議案、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補

償に関する条例の一部を改正する条例は、補償基礎額を改定するものでございます。本年４月

１日からの施行を予定しております。 

 以上の議案を提出いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長 追加付議案件については以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、本日の日程の処理について申し上げます。 

 初めに、日程第１、第36号議案、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事し

た者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例は、提案理由の説明の後、環境・安

全安心特別委員会に付託いたします。 

 次に、日程第２、代表質問については、資料、代表質問発言通告一覧表のとおり、発言通告

が提出されております。発言の順序についても一覧表のとおりでありますので、よろしくお願

いいたします。 

 なお、２番目の中澤議員に対する答弁が終了いたしましたら、15分間の休憩をいたします。 

 本日の日程の処理については以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、17日の日程の処理について申し上げます。 
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 日程第１、一般質問については、資料、一般質問発言通告一覧表のとおり、発言通告が提出

されております。発言の順序についても一覧表のとおりでありますので、よろしくお願いいた

します。 

 なお、３番目の青鹿議員及び７番目の松村議員に対する答弁が終了いたしましたら、それぞ

れ10分間の休憩をいたします。 

 17日の日程の処理については以上であります。 

 本会議の運営については以上でありますが、本会議の運営について、ご質問がありましたら、

どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 それでは、本会議の運営については、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、子育て・若者支援特別委員会の席順の変更についてご協議願います。 

 本件については、子育て・若者支援特別委員会副委員長の互選に伴い、資料のとおり変更

（案）を作成いたしましたが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 それでは、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、議会運営委員会の特定事件の継続調査についておはかりいたします。 

 議会運営についてを本委員会の特定事件として、議長に特定事件の継続調査の申出をいたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、特定事件についてはそのように決定し、議長に申し出るこ

とにいたします。 

 事務局次長に特定事件継続調査申出書を朗読させます。 

          （櫻井議会事務局次長朗読） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、本委員会の行政視察の報告書について申し上げます。 

 昨年４月に実施いたしました愛知県豊橋市及び静岡県三島市への行政視察について、このた

び正副委員長にて報告書（案）を作成し、配付させていただきました。 

 この案文についてご意見がありましたら、正副委員長までお知らせください。調整後、議長

に報告いたします。 

 その後、議長が全ての委員会報告書を取りまとめ、台東区議会委員会行政視察報告書として、

全議員及び理事者に送付いたしますので、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日の予定は以上でありますが、その他ご発言がありましたら、どうぞ。 
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          （「なし」と呼ぶ者あり） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。 

          午前１１時３４分閉会 
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